
相談・通告先 

緊急時は 警察 110 番 へ！ 

 

●各児童相談所 

18 歳未満のお子さんに関する相談・虐待の相談等 

月曜から金曜 8:30～17:15 まで 

休館日：土曜・日曜・祝日年末年始を除く 

児童相談所一覧はこちら 

 

●児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく)  

虐待かもと思った時などに、近くの児童相談所に繋がり、 

通報・相談が可能な対応ダイヤルです 

 

●子ども・家庭 110 番(神奈川県中央児童相談所)  

専門の相談員による電話相談です 

TEL：0466-84-7000 

毎日 9:00～20:00 まで 

 

●人権・子どもホットライン(神奈川県総合療育相談センター)  

子ども専用の電話相談窓口です(18 未満の子どもを対象・虐待通報なら大人も可) 

TEL：0466-84-1616 

毎日 9:00～20:00 まで 

 

●子どもの人権 110 番(法務省人権擁護局▸横浜地方法務局)  

いじめ、体罰、児童虐待などの子どもの人権に関する相談 

※インターネット相談もあります 

TEL：0120-007-110 / 045-226-5582 

月曜から金曜 8:30～17:15 まで 

休館日：土曜・日曜・祝日を除く 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/faq/p34091.html

